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昭
和
60
年
９
月
12
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人

��
�

�
�

�

平
成
17
年
６
月
２
日
以
前
に
住
民

票
を
作
成
又
は
、
当
町
に
転
入
の

届
け
出
を
さ
れ
た
人
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�
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投
票
所
入
場
券
は
、
選
挙
人
に
人

違
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
で
す
の
で
、
投
票
の
際
に
は

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

も
し
、
入
場
券
を
な
く
し
た
場
合

で
も
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
直
接
投
票
所
の
受
付
係
り
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�

衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
、
小
選
挙

区
を
先
に
投
票
し
て
か
ら
、
比
例
代

表
選
挙
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
の
投
票
を
後
に
行
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

白
色
の
投
票
用
紙
に
候
補
者
を
一

人
記
入
し
ま
す
。
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オ
レ
ン
ジ
色
の
投
票
用
紙
に
政

党
名
を
一
つ
記
入
し
ま
す
。
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ピ
ン
ク
色
の
投
票
用
紙
に
裁
判

官
の
名
前
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
で
や
め
さ
せ
た
い
と
思
う

裁
判
官
の
名
前
の
欄
に
×
を
つ
け

ま
す
。

や
め
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
思

う
裁
判
官
に
は
何
も
書
か
な
い
で

く
だ
さ
い
。
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�

８
月
31
日
〜
９
月
10
日
ま
で

	
�

�
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時
ま

で

6


)

役
場
相
談
室(
守
衛
室
向
か
い)

※
た
だ
し
国
民
審
査
投
票
は
９
月
４

日
か
ら
で
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
、
下
記
を
ご
覧
下
さ
い
。
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44
回
目
に
あ
た
る
衆
議
院
議
員
総

選
挙
の
投
票
が
、
９
月
11
日(

日)

に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
内
外
と
も
厳
し
い
諸
情
勢
の
中

で
行
わ
れ
る
重
要
な
選
挙
で
あ
り
、

今
後
の
政
治
の
進
路
を
方
向
付
け
る

大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。

有
権
者
の
み
な
さ
ま
は
、
棄
権
し

な
い
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
。
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投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で､ 投票所に行けないと見込まれる人は､ 選挙の告示 (公示) 日の
翌日８月31日から投票日の前の９月10日までの間 (土曜日や日曜日も含みます｡)､役場相談室で期日前投票ができ
ます｡
期日前投票ができる時間は､ 午前８時30分から午後８時までです｡
投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は､ 期日前投票ができます｡
・仕事や冠婚葬祭などの用事がある人
・レジャーや買物などで投票日に自分の投票区 (投票所の区域) 内にいない人
・病気やケガ､ 妊娠などで歩行が困難な人
・交通の不便な地域など公職選挙法施行規則で定められた地域に居住又は滞在している人

���	��
不在者投票ができる期間も期日前投票と同様､ 選挙の告示 (公示) 日の翌日から投票日の前日までとなります｡
期日前投票制度の開始により､ 従来の不在者投票は大きく変わりますが､ 不在者投票の対象となるのは次の３つ
の場合です｡
１ 選挙人名簿に載っている市町村以外のところで投票する場合
２ 都道府県選挙管理委員会が指定した病院､ 老人ホーム等で投票を行う場合
３ 選挙日当日は選挙権を有するが､ 告示 (公示) 日の翌日から投票日の前日までの間で､ 実際に投票する日には
まだ年齢要件 (20歳以上) を満たしていない場合

��� ｢最高裁判所裁判官国民審査｣の期日前投票及び不在者投票のできる期間は９月４日から９月10日までで
す｡ これ以前に期日前投票をした方は９月４日以降に､ 再度国民審査投票をしていただくことになります｡
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み
な
さ
ん
は
、｢

心
臓
震
盪

(

し

ん
ぞ
う
し
ん
と
う)｣

と
い
う
言
葉

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

脳
震
盪
と
い
う
言
葉
は
よ
く
耳
に

し
ま
す
が
、
心
臓
震
盪
と
い
う
言
葉

は
聞
き
慣
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
子
供
の
突
然
死
の
原
因
の
ひ

と
つ
で
、
胸
部
に
何
ら
か
の
衝
撃
が

加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
心
臓
が
突

然
停
止
し
て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
で

す
。
多
く
は
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
る

時
に
、
特
に
野
球
や
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

な
ど
で
ボ
ー
ル
が
胸
に
当
た
っ
た
り

す
る
こ
と
な
ど
で
発
症
し
ま
す
。
そ

の
他
に
も
、
空
手
や
子
供
同
士
の
遊

び
で
、
肘
や
ひ
ざ
が
胸
に
当
た
っ
た

時
な
ど
、
何
か
特
別
な
状
況
で
起
こ

る
の
で
は
な
く
、
ご
く
普
通
の
生
活

の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
、

日
本
で
は
心
臓
震
盪
の
発
症
事
例
が

13
例
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
す

べ
て
18
歳
以
下
で
の
発
症
で
す
。
そ

れ
で
は
な
ぜ
、
心
臓
震
盪
が
18
歳
以

下
の
子
供
達
に
多
い
の
か
と
言
え
ば
、

子
供
の
体
は
、
ま
だ
成
長
・
発
育
段

階
に
あ
り
、
胸
部
の
部
分
が
ま
だ
軟

ら
か
い
の
で
、
胸
に
加
わ
っ
た
衝
撃

が
心
臓
に
伝
わ
り
や
す
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
た
め
で
す
。
心
臓
震
盪
に

な
る
と
、
心
臓
は
、｢

心
室
細
動｣

と
い
う
不
整
脈
に
な
り
ま
す
。
こ
の

心
室
細
動
に
な
る
と
、
心
臓
が
ケ
イ

レ
ン
し
て
い
る
状
態
で
、
そ
の
ま
ま

で
は
死
に
つ
な
が
り
ま
す
。
唯
一
の

治
療
法
は
、Ａ
Ｅ
Ｄ(

自
動
体
外
式
除

細
動
器)

を
使
用
し
た
電
気
シ
ョ
ッ

ク
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
処
置
が
１
分

遅
れ
る
ご
と
に
救
命
で
き
る
可
能
性

は
、
約
10
％
ず
つ
低
下
し
て
い
き
ま

す
。
救
急
車
に
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
積
載
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
通
報
か
ら
現
場
へ

到
着
す
る
ま
で
は
、
平
均
で
５
、６

分
か
か
り
ま
す
。
少
し
遠
い
所
で
は
、

10
分
以
上
も
か
か
り
ま
す
。
昨
年
の

７
月
か
ら
は
、
一
般
の
方
々
で
も
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
色
々
な
場
所

へ
設
置
が
進
み
、
助
か
る
命
が
増
え

る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
ま

し
て
や
、
子
供
達
の
命
が
こ
の
よ
う

な
不
慮
の
原
因
で
失
わ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
突
然
死
は
成

人
に
ば
か
り
起
こ
る
の
で
は
な
く
、

病
気
も
な
く
元
気
な
子
供
に
も
起
こ

る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
特
に
ス
ポ
ー
ツ
や
運

動
中
の
子
供
の
突
然
死
は
以
外
に
多

く
、
そ
の
原
因
の
多
く
は
心
室
細
動

な
ど
の
不
整
脈
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

心
臓
震
盪
も
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
で

す
。
こ
う
い
っ
た
突
然
死
か
ら
子
供

を
救
う
た
め
に
は
、
現
場
で
の
い
ち

早
い
救
命
手
当
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
が

と
て
も
重
要
と
な
り
ま
す
。
救
急
車

を
待
っ
て
病
院
へ
搬
送
し
て
か
ら
で

は
間
に
合
わ
な
い
命
、
現
場
で
し
か

救
う
こ
と
の
で
き
な
い
命
が
あ
る
こ

と
を
、
覚
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
当
消
防
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
、
救
急
講
習
に
つ
い
て
の
ご
案
内

等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

�
�

�
�

野
辺
地
消
防
署

救
急
係

６
４－

３
１
２
６

野
辺
地
消
防
署
Ｈ
Ｐ

http://www.geocities.jp/noheji_fd/
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私
は
仕
事
を
し
な
が
ら
２
人
の
子

育
て
を
し
て
い
る
母
親
で
す
。

今
回
は
禁
煙
し
た
く
て
も
な
か
な

か
で
き
な
い
と
い
う
方
に
少
し
で
も

お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
い
、
私
の
禁

煙
経
験
を
紹
介
し
ま
す
。

禁
煙
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
体
調

不
良
か
ら
で
し
た
。
動
悸
、
疲
労
感
、

倦
怠
感
、
胃
の
不
快
感
な
ど
で
、
全

て
喫
煙
後
に
起
こ
る
症
状
だ
っ
た
こ

と
か
ら
喫
煙
が
原
因
だ
と
感
じ
て
い

ま
し
た
が
一
時
的
だ
っ
た
の
で
喫
煙

優
先
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
思
い
と
は
裏
腹
に

｢

こ
の
ま
ま
喫
煙
を
続
け
肺
が
ん
に

な
っ
た
ら
…｣

と
い
う
不
安
感
が
あ

り
ま
し
た
。

喫
煙
し
て
い
た
10
年
間
に
何
度
か

禁
煙
を
試
み
ま
し
た
が
、
特
に
や
め

る
理
由
も
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
す

ぐ
に
挫
折
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

今
回
は
少
し
大
げ
さ
で
は
あ
り
ま
す

が

｢

命
が
け
の
禁
煙｣

と
題
し
確
実

に
や
め
よ
う
と
決
心
し
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
職
場
で
禁
煙

ガ
ム
で
禁
煙
に
成
功
し
た
人
の
話
し

を
聞
き

｢
こ
れ
な
ら
や
め
ら
れ
る
か

も
…
。｣
と
思
い
禁
煙
ガ
ム
を
購
入

し
ま
し
た
。
禁
煙
ガ
ム
は
安
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
余
計
に
気
合
が

は
い
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
始
ま
っ

た
禁
煙
生
活
で
し
た
が
、
最
初
の
３

日
間
は
１
日
中
タ
バ
コ
し
か
頭
に
な

く
ガ
ム
を
噛
め
ば
一
時
的
に
解
消
さ

れ
る
も
の
の
、
ま
た
す
ぐ
に
吸
い
た

く
な
る
の
で
、
常
に
別
の
こ
と
に
気

を
む
け
る
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
た
。

そ
う
し
て
３
日
間
が
過
ぎ
た
頃
か
ら

少
し
ず
つ
気
持
ち
に
も
余
裕
が
で
て

き
た
の
で
自
然
と
ガ
ム
の
数
が
減
っ

て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
完
全
に
ガ
ム
を
や
め
る
ま

で
３
週
間
か
か
り
ま
し
た
が
、
自
然

に
禁
煙
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
う
し
て
禁
煙
し
て
か
ら
１
年

半
に
な
り
ま
す
。

た
ば
こ
は

｢

百
害
あ
っ
て
一
利
な

し｣

と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
と
お

り
だ
と
改
め
て
強

く
感
じ
ま
し
た
。

今
で
は
食
事
を
美

味
し
く
食
べ
ら
れ

る
こ
と
、
肌
の
調

子
が
よ
い
こ
と
、

そ
し
て
何
よ
り
喫

煙
中
に
あ
っ
た
体

の
不
快
症
状
が
全

く
な
く
な
り
快
適

な
日
々
を
過
ご
し

て
い
ま
す
。

｢

若
い
う
ち
は

ま
だ
大
丈
夫｣

と

思
い
込
み
が
ち
で

す
が
、
確
実
に
や
っ

て
く
る
10
年
後
、

20
年
後
の
未
来
の

た
め
に
、
ま
ず
は

禁
煙
か
ら
健
康
づ

く
り
の
第
１
歩
を

は
じ
め
て
み
ま
せ

ん
か
。
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� 国勢調査は､ 日本に住んでいるすべての人を対
象とした､ 国の最も基本的な統計調査で､ 国内
の人口や世帯などの実態を把握するために行わ
れています｡ ちなみに､ 国勢調査の ｢国勢｣ と
は､ ｢国の情勢｣ を意味します｡

� �����


� ９月下旬から国勢調査員が国内の全世帯を訪問
して調査票を配布し､ 10月１日現在の状況を調
査票に記入していただきます｡ そして10月上旬
に国勢調査員が再び各世帯に訪問して調査票を
回収します｡ 10月１日午前０時時点で国内に居
住しているすべての人が調査の対象になります
(外国人も含まれます)｡

� ������������


� 調査票を配布､ 回収する国勢調査員は､ 市町村
長の推薦に基づいて総務大臣が任命する非常勤
の国家公務員です｡

� ����������


� 男女の別､ 出生の年月､ 国籍､ 就業状態､ 通勤・
通学地など世帯員一人一人について調べるほか､
世帯の種類､ 世帯員の数､ 住居の種類など世帯
について調べます｡ 調査項目は全部で17項目あ
ります｡

� ���������� !��!�


� 調査票が提出されなかったり正しい回答がされ
なかったりすると､ 誤った統計になってしまい
ます｡ そうしたことを防ぐため､ ｢統計法｣ 及
び ｢国勢調査令｣ で回答の義務について規定し
ています｡ つまり､ 国勢調査に参加することは､
私たちの義務の一つなのです｡

� "#�$%&���


� 調査票に氏名を記入するのは､ 調査対象として
だれが調査されたか､ 各調査事項がだれによっ
て記入されたものであるかを確認し､ 調査漏れ
や重複調査を防ぐためです｡ また､ 万が一､ 記
入内容に不備があったときに照合する手がかり
とするためでもあります｡
このように､ あくまでも正確な調査を実施する
目的で氏名を記名していただくのであって､ 登

録や集計の対象となることは､ 決してありませ
ん｡

� '�()�*+���


� 調査をする人が､ 調査の結果を他人にもらした
り､ 統計をつくる目的以外に調査票を使ったり
することは法律で固く禁じられています (罰則
があります)｡
なお､ 調査票は外部の人の目にふれないよう厳
重に保管され､ 集計後はすべて溶かして再生紙
として生まれ変わります｡

� ,-./01234+561738.9*	:�

;</��:� !!�


� 調査期間中､ 自宅を留守にする場合には､ 市町
村の国勢調査担当窓口に連絡し､ 調査票の配布・
回収日時について相談してください｡

� ��=>�!?@4��


� 人口・世帯数の速報は､ 2005年の12月に公表さ
れ､ そのほかの集計結果は､ 2006年以降､ 順次
公表されます｡
結果をまとめた報告書は､ 都道府県・市区町村
の統計担当課や図書館などで閲覧可能です｡
また､ 総務省統計局ホームページ(http://www.
stat.go.jp/) でも見ることができます｡

� ��=>������	AB���


� 都道府県議会や市町村議会の議員数の決定､ 地
方交付税交付金の算定基準などに用いられたり､
都市計画や社会福祉政策､ 経済政策､ 防災計画
などを立てたりするときの基礎資料として活用
されます｡
このほかにも､ 将来人口の予測や人口分析など､
さまざまな分野で調査結果が使われます｡

� ��C�DE.F�!�


� 国勢調査員がそれぞれの世帯におうかがいし､
調査票の配布・回収を行っている理由は､ 一定
期間内のすべての調査票を回収し､ 一人の漏れ､
重複もなく､ 正確な統計を作成するためです｡
また､ それぞれの世帯を訪問することにより､
調査の趣旨や記入の説明を行えるため､ みなさ
んの協力が得られやすくなるという利点もあり
ます｡

�� �� �� �� �� �� ��
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�������������������



.

日
本
下
水
道
協
会
青
森
県
支
部
で

は
、
今
年
度
の
試
験
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。

�
�
�

11
月
11
日

(

月)

午
後
２

時

�
�

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ

ム

�
�
�
	


�

９
月
13
日

(

火)

か
ら

�

�
�

９
月
13
日

(

火)

〜
10

月
４
日(

火)
�

�
�
�
�

建
設
課

(

内
線
２

７
６)

�
�

９
月
10
日(

土)

17
日(

土)

18
日

(

日)

24
日

(

土)

の
４
回

／
教
室
終
了
後
の
10
月
２
日(

日)

に
水
泳
大
会
を
開
催

�
�

午
後
１
時
〜
３
時

�
�

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
の
へ
じ

�
�

小
学
４
年
〜
６
年
生

�
�
�
�

30
人(

先
着
順)

�
�
�

町
水
泳
協
会
会
員

�
�
 

無
料

!
"

９
月
８
日(

木)
�
�
#
$
�
�
�
�

社
会
教
育
・

ス
ポ
ー
ツ
課(

内
線
２
８
７)

�
�

10
月
２
日

(

日)

午
後
１
時

開
会
式

�
�

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
の
へ
じ

%
&

自
由
形
・
背
泳
ぎ
・
平
泳
ぎ

(

各
種
目
４
、
５
年
生
25
㍍
／
６

年
生
50
㍍)

・
フ
リ
ー
リ
レ
ー

(

25
㍍
×
４
人)

�
�
'
(

町
内
小
学
校
４
〜
６
年

生
男
女

�
�
 

１
０
０
円

(

ス
ポ
ー
ツ
保

険
分)

�
�
�
�
�
�

社
会
教
育
・
ス

ポ
ー
ツ
課(

内
線
２
８
７)

!
"

９
月
22
日(
木)

今
年
も
思
い
切
っ
て
東
京
ま
で
歩

い
て
み
ま
せ
ん
か
？
プ
ー
ル
の
中
を
…
。

歩
い
た
距
離
を
自
己
申
告
に
基
づ

き
参
加
者
カ
ー
ド
に
、
確
認
印
を
押

し
ま
す
。

な
お
、
参
加
者
カ
ー
ド
を
提
示
す

れ
ば
入
館
料
が
２
０
０
円
に
な
り
ま

す
。

�
�

９
月
30
日

(

金)

〜
３
月
21

日

(

祝)

ま
で
の
都
合
の
よ
い
時

間

(

出
発
式
は
９
月
30
日
の
午
後

６
時
30
分)

�
�

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ
の
へ
じ

�
�

35
歳
以
上
の
町
民
先
着
１
０

０
人

�
�
�
�
�
�

サ
ン
・
ビ
レ
ッ
ジ

の
へ
じ

(

64－

９
７
７
７)

ま
た

は
社
会
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
課

(

内

線
２
８
７)

!
"

９
月
20
日(

火)

町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
県
高

齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
協
力
に

よ
り
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
対
象

に
無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
生
活

一
般
相
談
で
健
康
や
法
律
、
ま
た
税

金
等
に
つ
い
て
、
弁
護
士
の
方
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
は
、
一
人
あ
た
り
30
分
で
予

約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
電
話
で
ご

予
約
く
だ
さ
い
。

�
�

９
月
15
日

(

木)

13
時
〜

16
時
ま
で

�
�

町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

)
*
�

弁
護
士(

又
は
司
法
書
士)

+
,

県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
、
町
社
会
福
祉
協
議
会

-
.
�
�
�
�

町
社
会
福
祉
協
議

会
Ｔ
Ｅ
Ｌ
64－

０
４
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
64－

４
４
４
２

＊
な
お
、
当
日
は
６
名
ま
で
の
相
談

と
な
り
ま
す
の
で
、
予
約
は
先
着
順

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

予
約
の
受
付
は
９
月
８
日

(

木)

ま

で
と
い
た
し
ま
す
。

�

/
0
1
2
3
4
5
6

7
8
�
�
�
9
:
;

<
=
>
?
0
@
A
B
C
,

D
E
F
G
H
I
J
0
@

K
L
�
�
�
�
�

M
N
O
P
Q
R
Q
S
T
U
V

W
R
V
X
T
Y
Q
Z
[
[
\

�
�

�
�

�

]
 
$
^
)
*
C
,

野
辺
地
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
で
は
、

創
立
40
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
次

の
世
代
を
担
う
青
少
年
の
健
全
育
成

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

｢

新
世
代
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト｣

を

今
後
10
年
間
に
亘
っ
て
、
展
開
い
た

し
ま
す
。

_
`
a
�
�
b
c

・
町
内
で
活
躍
す
る
青
少
年
団
体

及
び
、
そ
の
育
成
を
推
進
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
諸
団
体
。

・
町
内
に
住
所
、
ま
た
は
事
務
所

を
置
き
責
任
の
所
在
が
明
確
で
あ

る
こ
と
。

・
対
象
事
業
を
推
進
す
る
上
で
、

十
分
な
管
理
能
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

・
政
治
・
宗
教
活
動
を
目
的
と
す

る
団
体
は
除
く
。

Z
`
a
�
�
4
d

１�

青
少
年
団
体
・
グ
ル
ー
プ
の

育
成
に
貢
献
す
る
事
業
。

２�

心
身
と
も
に
た
く
ま
し
い
青

少
年
の
育
成
を
目
的
と
し
た
ス

ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

等
。

３�

青
少
年
に
対
す
る
優
良
な
図

書
、
映
画
等
の
普
及
活
動
事
業
。

４�

有
害
図
書
の
追
放
等
、
地
域

環
境
の
浄
化
活
動
及
び
よ
り
よ

い
環
境
づ
く
り
活
動
。

５�

青
少
年
の
保
護
、
育
成
又
、

指
導
に
成
果
を
あ
げ
貢
献
す
る

事
業
。

e
`
a
f

各
年
度
、
３
団
体
以
内
、
総
額
20

万
円
以
内
と
す
る
。

原
則
と
し
て
、
単
年
度
助
成
で
継

続
は
最
長
で
も
３
年
以
内
と
す
る
。

E
�
g
!
"
�

９
月
30
日(

金)
\

h
i
j

詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
自
治
会
の

回
覧
版
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先

ス
ト
ウ
写
真
館

須
藤
ま
で
電
話
64－

２
６
４
２

自
治
会
相
互
の
親
睦
を
兼
ね
た
野

球
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

と

き

９
月
25
日(

日)

と
こ
ろ

町
営
球
場

問
合
せ

(

株)

旭
建
材
へ
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�
�
�
�
�

／
１
日

(

木)

22
日

(

木)

16
時
〜

�
�
�
�
�

／
３
日

(

土)

10
時
〜

(

参
加
費
１
０
０
円
・
申
込
締
切

日

１
日
ま
で)

�
�
	


�
�

�
�
�

／
10
日

(

土)

９
時
30
分
〜

�
�
�
�
�
�

／
12
日

(

月)
15
時

30
分
〜

24
日

(

土)

10
時
30
分

〜

27
日(

火)

15
時
30
分
〜

�
�
�
�
�
�

／
17
日

(

土)

13
時

30
分
〜

(

参
加
費
１
０
０
円
・
申

込
締
切
日
16
日
ま
で)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

／
毎

週
木
曜
日
15
時
30
分
〜
16
時

�
�
�
 
!
"
#
$

／
５
日
・
12
日

の
月
曜
日
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

�
�
�
 
!
"
#
$

／
20
日
・
27
日

の
火
曜
日
９
時
30
分
〜
10
時
30
分

�
�
�
�
�
�

／
３
日

(

土)

10
時

〜

�
%
&

��'
(
)
*
+
�
,
-


�

.
/
0
1
2
"

／
４
日

(

日)

10

時
〜
15
時
30
分

�
3
,
�
�
4
5
6
7

／
８
日(

木)

10
時
〜

�
8
9
:
;
�
<
�
4
=
=
>
?
�

@
A
7

／
８
日

(

木)

13
時
30
分

〜

�
�
�
�
�
B
C
4
�
�
�
�
D
E

F
�
B
G
7

／
10
日(

土)

14
時

〜

◆H
I
#
J
K
"
�
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
0
W
�
"
�

／
14
日

(

水)

10
時
〜

�
X
Y
Z
[
�
<
�

／
16
日

(

金)

13
時
30
分
〜｢

平
家
物
語｣

�
\
]
�
�

／
17
日

(

土)

13
時
30

分
〜

�
^
_
:
;
�
<
�

／
21
日

(

水)

10
時
〜

�
`
a
�
�
D
b
c
d
�

／
24
日

(

土)

14
時
〜

�
e
f
e
f
�
�
�
�
�

／
28
日

(
水)

10
時
〜

�
�

�
�

�
�

�
�

	

��

あ
な
た
が
宝
物
の
よ
う
に
大
事
に

し
て
い
る
本
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
添
え

て
、
皆
さ
ん
に
紹
介
し
て
み
ま
せ
ん

か
？な

お
、
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
方

に
は
、
記
念
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。

g
h
i
j

原
稿
用
紙
１
枚
程
度

(

書
名
・
著
者
名
・
出
版
社
名
含
む)

k
l

９
月
30
日

(

金)

ま
で
に
図

書
館
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

m
n

町
民

＊
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
原
稿
は
、

読
書
週
間
に
館
内
掲
示
及
び
Ｈ
Ｐ

等
で
紹
介
し
ま
す
。

�

�
�

�
�

�
�
�

���

	


�
�


�

�
�

�
�
�

���

�


�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
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�
�


�

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�������	
�

土の中の子供 (芥川賞受賞) 中 村 文 則
花まんま (直木賞受賞) 朱 川 湊 人
シ リ ウ ス の 道 藤 原 伊 織
ひ と り ず も う さくら ももこ
震 度 ０ 横 山 秀 夫
邪 魅 の 雫 京 極 夏 彦
死 神 の 精 度 伊 坂 幸 太 郎
天使のライフ (江戸川乱歩賞) 薬 丸 岳
神 様 が く れ た 涙 飯 島 夏 樹
福 音 の 少 年 あさの あつこ

� 	  �

����	�����������

２日 (金) ～25日 (日)
������� !

�"#�� $%&��'()�

２日 (金) ～25日 (日)

o
p

５
０
０
円

q
r
"
]

緑
色
・
黒
色

/
s
t
u
v

10
月
下
旬
予
定

w
x
y

役
場
企
画
課(

64－

２
１

１
１
内
線
２
６
７)

k
l

９
月
30
日(

金) ������
��	
�

��������������

��������	��
�����

この時期は､ 秋の行楽による事故や､
日没が早まる夕暮れ時の事故が懸念され
ることから､ 県民一人ひとりに交通安全
思想の普及・浸透を図り､ 交通ルールの
遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付
けることにより､ 交通事故の防止を図り
ます｡

*+	,-

１ 高齢者の交通事故防止
２ 夕暮れ時の歩行中と自転車乗用中
の交通事故防止

３ シートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底

./01	2�-3*4567

89	-31:	�;�<!�=1>?@

���������	

��������	
����������

住民基本台帳事務処理要領の一部改正に伴い､
●第三者による本人になりすました転入・転出届等の防止
●住民基本台帳の記録の正確性維持
●住民の個人情報保護のため､ 住民異動届の手続きの際に､ 身分証明
書等の提示をお願いし､ 本人確認を実施させていただきます｡
��������

・全ての住民異動届
(転入・転居・転出届､ 世帯変更届)

��������� 

・窓口に届出書を提出される方
(本人・代理人・使者等全ての方)

�������!"

・官公署発行の顔写真付の身分証明書
(運転免許証､ パスポート､ 住民基本台帳カードなど) または健康被

保険者証など
※ なお､ 身分証明書等を持参されない場合には､ 窓口で聞き取りに
よる確認をさせていただきます｡
また､ 本人確認ができなかった場合には､ 異動者本人宛に受理さ
れたことの通知書を郵送させていただく場合があります｡
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介
護
の
仕
事
に
就
き
た
い
方
、
家

族
等
の
介
護
に
役
立
つ
専
門
知
識
を

学
び
た
い
方
は
、
是
非
受
講
し
て
く

だ
さ
い
。

�
�
�
�

平
成
17
年
10
月
２
日
〜

12
月
18
日(

予
定)

�
�
�
�

清
風
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
西
の
家

	



20
名

(

定
員
に
な
り
次
第

締
切)

�
�

�

修
了
者
は｢

修
了
証
書｣

を
交
付
さ
れ
、
ヘ
ル
パ
ー
２
級
の

有
資
格
者
と
な
り
ま
す
。

�
�
�

８
８
�
３
５
０
円

(

テ
キ

ス
ト
・
資
料
・
実
習
費
含
む)

�
�
�
�

所
定
の
申
込
み
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

＊
申
込
用
紙
は
、
高
齢
者
総
合
福
祉

施
設
清
風
荘
に
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

�
�
�
�

平
内
町
大
字
小
湊
字
薬

師
堂
63
―
23

高
齢
者
総
合
福
祉

施
設
清
風
荘
担
当

井
筒
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$

%
&
�
'
(
)
*
�
+
,
-
.
/

0
1
2
3
4
5
67
8
�
!
9
-
:
;

<
=
>
?
�
'
(
)
*
�
+
;
�
@

>
A
B
(

従
来
の
県
税
事
務
所
へ
の

申
告
書
の
持
参
・
郵
送
も
引
続
き
で

き
ま
す)

。

C
<
=
�
D
%
E
F
D

法
人
県
民

税
及
び
法
人
事
業
税
の
申
告
手
続
き

C
<
=
�
D
%
�

納
税
者

(

法
人)

及
び
代
理
人(
税
理
士
な
ど)

C
<
=
�
@
G
�

平
成
18
年
１
月

よ
り

C
)
*
�
+
(
H
I

①
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
へ
の
利
用
の
届
出

(

事
前
に
電
子
証
明
書
が
必
要
で
す)

②
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
か
ら
提
供
さ
れ
る
利

用
者
Ｉ
Ｄ
及
び
暗
証
番
号
を
入
力

し
、
電
子
申
告
に
必
要
な
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

③
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
利
用
し
、
全
国

セ
ン
タ
ー

(

ポ
ー
タ
ル
セ
ン
タ
ー)

へ
電
子
申
告

(

後
日
、
電
子
申
告

さ
れ
た
デ
ー
タ
が
県
税
事
務
所
に

送
ら
れ
ま
す)

C
1
2
3
4
5
J
�
/
K
�
L

http://www.eltax.jp
M
�
�
�
�

十
和
田
県
税
事
務
所

電
話
０
１
７
６
―
22
―
８
１
１
１

(

内
線
２
０
７)

軽
油
引
取
税
は
、
道
路
の
建
設
や

補
修
の
費
用
に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

N
O
P
%
Q

元
売
業
者
や
特
約
業
者
が
軽
油
代

金
と
合
わ
せ
て
軽
油
引
取
税
を
徴
収

し
て
納
入
し
ま
す
が
、
税
金
相
当
分

が
軽
油
代
金
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
の

で
、
実
質
的
に
は
軽
油
の
消
費
者
が

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
灯
油
や
重
油
な
ど
を
自
動

車
燃
料
と
し
て
販
売
・
消
費
し
た
者

や
軽
油
に
そ
れ
ら
を
混
和
し
て
不
正

軽
油
を
製
造
し
た
者
に
も
課
税
さ
れ

ま
す
。

R
O
P
%
S

軽
油
１
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
32
円
10

銭
で
す
。

T
U
V
W
X
(
Y
Z
�
[
\
�

]
'
�
B
_̂
`
!
�
�

a
b
c
d

e
b
c
d
f
�
g
h

i
d
^

�
�
�
�

十
和
田
県
税
事
務
所
課
税
課

電
話
０
１
７
６
―
22
―
８
１
１
１

(

内
線
２
０
７)

http://www.pref.aomori.jp/zeimu/
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)

西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員

の
選
挙
人
名
簿
は
、
毎
年
９
月
１
日

現
在
で
有
権
者
の
申
請
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
ま
す
。

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
定

め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
用
紙
は
町
選
挙
管
理

委
員
会
と
町
漁
業
協
同
組
合
に
あ
り

ま
す
。

�
*
+
,
-
.

①
当
町
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方
で
、
１
年
に
90
日
以
上
漁

船
を
使
用
す
る
漁
業
を
営
み
、
ま

た
は
、
漁
業
者
の
た
め
に
漁
船
を

使
用
し
て
行
う
水
産
動
植
物
採
捕

も
し
く
は
養
殖
に
従
事
す
る
方
。

②
海
藻
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
船
の

使
用
を
条
件
と
し
な
い
。

�
*
/
0

９
月
１
日

(

木)

〜
５
日

(

月)
�
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:

町
選
挙
管
理
委
員
会

(

64－
２
１
１
１
内
線
２
６
４)
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看護学生 男女 高卒(見込含)24歳未満 ９月９日～

９月30日

10月16日(日) 八戸福祉公民館(八戸市類家)
防衛医科大学校学生 男女 高卒(見込含)21歳未満 11月５日(土)､ 11月６日(日) 青森第二合同庁舎
防衛大学校学生 男女 高卒(見込含)21歳未満 11月12日(土)､ 11月13日(日) 八戸福祉公民館(八戸市類家)

自衛隊生徒 男子 中卒(見込含)17歳未満
11月１日～

18年１月10日
18年１月14日 (土) 三沢商工会館
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平
成
18
年
度
の
県
内
の
各
種
団
体

が
実
施
す
る
地
域
の
活
性
化
や
産
業

の
育
成
振
興
の
た
め
の
調
査
研
究
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
等
に
対
す
る
助

成
事
業
を
募
集
し
ま
す
。

�
�
�
�

①
優
れ
た
人
材
の
育
成
、

確
保
に
関
す
る
事
業

②
地
域
産

業
の
振
興
に
必
要
な
技
術
開
発
、

改
良
に
関
す
る
事
業

③
商
品
開

発
と
企
業
化
に
関
す
る
事
業

④

地
域
特
産
物
の
需
要
拡
大
、
販
売

開
拓
等
に
関
す
る
事
業

⑤
観
光

開
発
に
関
す
る
事
業

⑥
快
適
な

環
境
や
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

に
関
す
る
事

⑦
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
が
る
国
内
外
の
ス
ポ
ー
ツ
、

文
化
交
流
に
関
す
る
事
業

⑧
そ

の
他
地
域
の
活
性
化
、
産
業
振
興

に
寄
与
す
る
事
業

�
�
�
�

事
業
費
の
５
分
の
４
以

内
で
、
限
度
額
２
０
０
万
円

	


�
�

11
月
30
日(

水)

�
�
�

(

財)

む
つ
小
川
原
地
域

産
業
振
興
財
団

(

０
１
７
―
７
７
３
―
６
２
２
２)

ま
た
は
役
場
企
画
課

(

64
―
２
１
１
１

内
線
２
６
６)

平
成
17
年
４
月
９
日
に
鹿
児
島
市

の
地
下
壕
に
お
い
て
、
中
学
生
４
人

が
亡
く
な
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
地
下
壕
は
、
町
内
に

お
い
て
も
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
特
殊
地
下
壕

(

防

空
壕)

の
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
の

で
、
町
民
の
皆
様
の
情
報
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

戦
後
60
年
が
経
過
し
、
当
時
の
記

憶
も
薄
く
な
っ
て
い
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
町
民
皆
様
か
ら
の
情
報
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

役
場
建
設
課
・
産
業
観
光
振
興
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
64
―
２
１
１
１

(

内
線
２
７
６
・
２
７
９)

町
、
及
び
馬
門
自
治
会
で
は
、
平

成
17
年
度

｢

宝
く
じ
助
成
事
業｣

を

活
用
し
、
町
で
は
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
発

電
機
・
投
光
器
を
購
入
、｢

�
園
ま

つ
り｣

の
夜
間
運
行
や
各
自
治
会
の

イ
ベ
ン
ト
等
に
貸
出
し
し
ま
す
。

ま
た
、
馬
門
自
治
会
で
は
ま
つ
り

の
山
車
を
購
入
し
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。
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 �
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｢

す
ご
い
！
え
ら
い
！
こ
れ
か
ら
も
、

は
み
が
き
頑
張
ろ
う
ね
。｣

(

母
、
ゆ
み
子
、
城

内)

�� �
�

�
�

���

｢

こ
れ
か
ら
も
、
歯
み
が
き
を
続
け

て
、
ピ
カ
ピ
カ
の
歯
で
い
よ
う
ね
！｣

(

母
、
優
子
、
城

内)

�� �
�

�
�

���

｢
ム
シ
歯
ゼ
ロ
良
か
っ
た
ネ
。
こ
れ

か
ら
も
、歯
み
が
き
頑
張
ろ
ー
ネ
！
！
！｣

(

母
、
美
咲
、
下
町
一)

� !
"#

$
%&

'�

｢

毎
日
、
歯
み
が
き
頑
張
っ
て
、
む

し
歯
菌
を
や
っ
つ
け
よ
う
ね
！｣

(

母
、
未
織
、
金

沢)

(�)*+,-./0123456789,:;4
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戸
籍
の
窓｣

に
は
、
当
町
に
住
民

登
録
し
、
当
町
に
届
け
ら
れ
た
出
生

と
死
亡
に
つ
い
て
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す

る
こ
と
な
の
で
、
載
せ
て
ほ
し
く
な

い
場
合
は
届
け
出
の
さ
い
に
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。(

７
月
受
付
分)町

民
課

新
山

瑚こ

桃も
も
ち
ゃ
ん(

裕
介)

城

内

荒
川

友ゆ
う

稀き

ち
ゃ
ん(

博
孝)

八
幡
町

角
谷

喬
侍
き
ょ
う
じ

く
ん(

伸
一)

え
ぼ
し

木
明

稔と
し

貴き

く
ん(

裕
二)

下

袋

木
村

沙さ

羽わ

ち
ゃ
ん(

孝
之)

馬
門
二

亀
田

沙
來
し
え
ら

ち
ゃ
ん(

健
吾)

木

明

遠
山

涼
り
ょ
う
く
ん

(

千
昭)

中

袋

村
居

健
治

(

72)

松
ノ
木
平

鳴
海

コ
ト

(

90)

鳴

沢

甲
地
ハ
ツ
ヱ

(

92)

下

袋

�
田

勇

(

55)

上

袋

木
村

幸
夫

(

87)

駅

前

二

吹
越

キ
ヨ

(

72)

松
ノ
木
平

三
國

與
吉

(

63)

金

沢

板
橋

敏
夫

(

87)

下

町

一

吉
田

源
治

(

85)

新

町

上
原
子
昭
次

(

75)

城

内

澤
田

タ
マ

(

85)

馬

門

一

森
山

修

(

37)

城

内

洞
内
喜
代
志

(

72)

中

袋

本
間

�
夫

(

75)

下

町

二

久
末

兼
松

(

85)

川

目

川
村

亮
一

(

71)

浜

町

������ ��
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現
在
お
持
ち
の｢

重
度
心
身
障
害

者
医
療
費
受
給
者
証｣

ま
た
は｢

重

度
心
身
障
害
者
受
給
者
決
定
通
知
書｣

は
、
９
月
30
日
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。

次
の
日
程
で
更
新
の
手
続
き
を
行
い

ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
更
新
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
本
人
お
よ
び
受
給
者
を
扶

養
し
て
い
る
方
の
住
所
が
平
成
17
年

１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
当
町
に
な

い
場
合
は
、
前
住
所
地
の｢

平
成
17

年
度
所
得
証
明
書｣

が
必
要
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
10
月
１
日
か
ら
は
、
次
に

該
当
す
る
方
は
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

65
歳
未
満
の
方
で

１
�
身
体
障
害
者
手
帳｢

１
級
・
２

級｣

お
よ
び

｢

内
部
障
害
３
級｣

の
所
持
者

２
�
青
森
県
愛
護
手
帳｢

Ａ｣

所
持

者
３
�
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

｢

１
級｣

所
持
者

た
だ
し
、
前
年
の
所
得
が
限
度
額

(

老
齢
福
祉
年
金
の
所
得
制
限
を
準

用)

以
上
の
場
合
や
、
生
活
保
護
の

適
用
を
受
け
て
い
る
方
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

詳
し
い
こ
と
は
役
場
町
民
課(

64－

２
１
１
１
内
線
２
３
８)

ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�

９
月
29
日(

木)

30
日(

金)
�

�

役
場
町
民
課

�
�

�

①
更
新
申
請
書(

９
月
中

旬
に
郵
送
し
ま
す
。)

②
現
在
お

持
ち
の
受
給
者
証(

オ
レ
ン
ジ
の

カ
ー
ド)

ま
た
は
受
給
決
定
通
知

書(
白
い
カ
ー
ド)

③
印
か
ん
④

健
康
保
険
証
⑤
所
持
し
て
い
る
各

障
害
者
手
帳

��������	
��
65歳以上の方で ｢介護保険被保険者証｣ を受け取っ
ていない方は印かんをお持ちになって､ 役場介護福
祉課へおいでください｡

��������	
��

要介護認定等の有効期間が平成17年10月31日まで
の方は､ 申請ができます｡
���� 介護福祉課 (64－2111内線244)

現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
証
は
、
９
月
30
日
で
期
限
が
切
れ

る
た
め
、
新
し
い
保
険
証
へ
更
新
と

な
り
ま
す
。

更
新
の
方
法
は
、
９
月
下
旬
に
一

部
の
方
を
除
い
て
各
世
帯
へ
直
接
郵

送
い
た
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
の

有
効
期
間
は
、
平
成
17
年
10
月
１
日

か
ら
平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
と
な

り
ま
す
。
期
限
が
切
れ
た
古
い
保
険

証
は
、
各
自
で
破
棄
し
役
場
へ
届
け

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
証
は
一
世

帯
一
枚
が
原
則
で
す
が
、
次
の
よ
う

な
場
合
は
特
別
に
保
険
証
を
交
付
し

ま
す
。
手
続
き
に
必
要
な
書
類
等
は

次
の
と
お
り
で
す
。

●
出
稼
ぎ
な
ど
で
長
期
間
に
渡
り
町

を
離
れ
る
場
合

①
出
稼
ぎ
先
の
住
所
と
会
社
名
が
わ

か
る
も
の

②
印
か
ん

●
修
学
の
た
め
や
施
設
な
ど
町
外
で

生
活
し
て
い
る
場
合

①
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写

②
施
設
入
所
の
場
合
は
そ
れ
を
証
明

す
る
も
の

③
印
か
ん

問
合
せ
先

町
民
課
国
保
係

64
―
２
１
１
１(

内
線
２
３
８)

��
��
��
��
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保
険
料
を
納
め
な
い
で
お
く
と
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り

し
ま
す
し
、
万
が
一
の
ケ
ガ
や
病
気

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
・
妻
と
子
を

残
し
て
夫
が
亡
く
な
っ
た
時
の
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
毎
月
の
保
険
料
を
納
め
て
い
る

こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
を
防
げ
て

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
や
前
納
制

度
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
も
し
経
済
的

な
理
由
な
ど
で
納
付
困
難
な
方
は
免

除
制
度
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
こ
と
を
よ
く
ご
理
解

い
た
だ
き
、
豊
か
な
老
後
の
た
め
、

そ
し
て
万
が
一
の
時
の
た
め
に
も
毎

月
の
保
険
料
を
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ

う
。

国
民
年
金
の
保
険
料
は『

前
納』

が
お
得
で
す
。
前
納
制
度
で
は
、
保

険
料
を
一
定
期
分
ま
と
め
て
前
納
す

る
の
で
、
割
引
さ
れ
て
お
得
で
す
し

納
め
忘
れ
が
防
げ
て
安
心
で
す
。

10
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
６
ヵ

月
前
納
の
場
合
、
毎
月
納
め
る
場
合

と
比
べ
て
６
６
０
円
お
得
に
な
り
ま

す
。

10
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
６
ヵ

月
前
納
は
、
４
月
に
納
付
さ
れ
た
国

民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
に
つ
い

て
い
る
前
納
用
の
納
付
書
で
10
月
末

ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

な
お
、
お
手
元
に
納
付
案
内
書
が

な
い
方
・
６
ヵ
月
分
以
外
で
の
前
納

を
希
望
す
る
方
は
、
近
く
の
社
会
保

険
事
務
所
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

.
/
0
1
�
�
�

2
3
4
5
6
7
8

9
�
 

老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

は
65
歳
で
す
が
、
60
歳
か
ら
65
歳
未

満
の
希
望
す
る
時
か
ら
で
も
繰
り
上

げ
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
繰
り
上
げ
支
給
だ
と
、

65
歳
に
な
っ
て
も
年
金
額
は
元
に
戻

ら
ず
生
涯
減
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け

る
事
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
繰
り
上

げ
支
給
を
受
け
始
め
て
か
ら
は
、
65

歳
前
に
特
別
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚

生
年
金
が
支
給
停
止
さ
れ
た
り
、
病

気
や
ケ
ガ
で
障
害
者
に
な
っ
た
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
・
万
が
一
に
夫
が

亡
く
な
っ
た
時
の
寡
婦
年
金
が
受
け

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま

す
。一

度
繰
り
上
げ
請
求
を
し
て
し
ま

う
と
、
そ
の
後
は
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
以
上
の

こ
と
を
踏
ま
え
、
繰
り
上
げ
請
求
を

す
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
お
考
え
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
。

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
請
求

に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
お
近
く
の
社

会
保
険
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

���	
�������������������� �!"#$%&%'()*+,-

. / 0 1 2 3 456�7 � 8 019�:��;<=>

? @ 0 1

国民年金・厚生年
金等に関すること

９月８日(木)
11：00～14：30

中 央 公 民 館 青森社会保険事務所
０１７－７３４－７４９５国民年金保険料納

付に関すること
９月30日(金)
11：00～15：00

A B 0 1 税務に関すること ９月13日(火)
10：00～15：00 役 場 行 在 所 仙台国税局税務相談室八戸分室

� C 0 1
困りごと・いやがらせ等
人権の擁護に関すること

９月６日(火)
９：00～12：00 中 央 公 民 館 人権擁護委員

D E 0 1
行政に関する苦情・
要望等に関すること

９月20日(火)
９：00～12：00 役 場 相 談 室 行政相談委員

F G H 6
0 1

日常生活全般に関
すること

第１・３木曜日
10：00～15：00

老 人 福 祉
セ ン タ ー 民生委員

I J 0 1
しつけ・いじめ等
に関すること

月～金曜日 (祝・祭日除く)
10：00～16：00

教 育 委 員 会
直 通 電 話 64－４９５４

; < � �
0 1

介護に関すること 月～金曜日 (祝・祭日除く)
９:00～12：00

野辺地ホーム
直 通 電 話 64－１０７０

K J ( 0 1
子育てやしつけに
関すること

毎週火・金曜日
13：00～16：00

子育てサポートセンター
(中央公民館内)

子育てサポーター
64－３１８３ (直通)
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/0�1

234�5

９月８日木�
13：30開始

10月13日木�
13：30開始

野辺地病院
小 児 科
(64－3211)

〈９月８日〉
平成17年５月生まれ

〈10月13日〉
平成17年６月生まれ

育児相談
離乳食前期指導
身体計測
小児科医診察等
結核予防法によるＢＣ
Ｇワクチンの定期接種

対象者には個別に通
知します｡

6789:;<

�0�1

234=>

９月14日水�
10：00開始

健 康 増 進
セ ン タ ー
(64－1770)

電話でのご
相談・お問
い合わせは
64－8080
(はればれ)
火・木曜日

平成17年２月生まれの乳児

育児相談
離乳食中期指導
離乳食試食
身体計測

母子健康手帳､ バス
タオルをお持ちくだ
さい｡
対象者への個別通知
はしておりません｡
毎月の広報で確認の
うえ､ おいでくださ
い｡

?@0�1

234�5

９月14日水�
13：00開始

平成16年11月生まれの乳児 育児相談
離乳食後期指導
身体計測・歯科保健指
導・歯科健診等

�A1

234�5

９月14日水�
13：30開始

平成16年９月生まれの乳児

BCD�

234=>

９月14日水�
14：30開始

０歳児から就学前まででこれまでの
こども健診・相談の対象月年齢以外
の児 (希望者)

育児相談・栄養相談
身体計測
歯科健診等

できれば､ 前日まで
に環境保健課にお申
し込みください｡

�AE0�1

234�5

９月27日火�
13：05開始

平成16年２月～平成16年３月生まれ
の幼児

育児相談・身体計測
小児科医診察
歯科健診等

対象者には個別に通
知します｡

2FG�=>
10月25日火�
15：00開始

ことばなどの発達で相談したい幼児
個別相談・指導 (わか
ば学級教諭が対応)

前日までに､ 環境保
健課にお申し込みく
ださい｡

HA1

234�5

10月25日火�
12：40開始

平成14年３月～４月生まれの幼児

育児相談・身体計測
生活栄養指導
小児科診察・歯科健診
尿検査・聴覚検査等

対象者には個別に通
知します｡

IJIJKLMN�

火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

妊婦､ 産後の方､ 育児中の母親､ 家
族の方など

妊娠・育児の電話相談
(保健師が対応)

OPQRSGS

TU=>

思春期の方､ 思春期のお子さんをも
つ親など

思春期のこころやから
だの電話相談
(保健師が対応)

VW��=>

火・木曜日
(祝祭日除く)
８：30～17：00

町民一般

健診結果の説明､ 健康
管理についてのアドバ
イスなど健康に関する
相談 (保健師が対応)

あれば健康手帳や健
診結果通知書をお持
ちください｡
申し込みは不要です｡

���������	
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